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経
済
産
業
省
令
第
７
号 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
五
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日 

経
済
産
業
大
臣 

茂
木 

敏
充 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
八
条
第
四
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

カ
ラ
ー
複
写
機 

第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

定
格
入
力
電
圧
が
百
ボ
ル
ト
以
外
の
構
造
の
も
の 

四 

毎
分
十
三
枚
以
上
の
複
写
が
で
き
な
い
構
造
の
も
の 

第
四
十
八
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

デ
ジ
タ
ル
式
以
外
の
も
の 

第
四
十
八
条
第
八
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

家
庭
用
の
も
の
の
う
ち
、
吸
収
式
の
も
の 

二 

家
庭
用
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

冷
蔵
室
の
定
格
貯
蔵
温
度
の
下
限
が
零
度
以
上
の
冷
気
強
制
循
環
形
の
も
の 

ロ 

冷
気
自
然
対
流
形
の
も
の 

ハ 

定
格
内
容
積
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

ニ 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｂ
八
六
三
○
（
二
○
○
九
）
の

対
象
と
な
る
も
の
以
外
の
も
の 

ホ 

一
・
一
・
一
・
二
・
二
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
五
）
、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
ａ
）
又
は
一
・

一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
四
ａ
）
を
冷
媒
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
へ
電
源
か
ら
切
り
離
し
た
状
態
で
用
い
る
た
め
の
も
の
で

あ
つ
て
キ
ャ
ス
タ
ー
を
有
す
る
も
の 

ト 

横
型
の
も
の
で
あ
つ
て
高
さ
の
外
形
寸
法
（
流
し
台
と
一
体
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
流
し
台
の
高
さ
に
相
当
す
る
高
さ
を
除
く
。
）
が
六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

チ 

縦
型
の
も
の
で
あ
つ
て
高
さ
の
外
形
寸
法
が
二
千
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

リ 

水
冷
式
凝
縮
器
を
有
す
る
も
の 



2 

ヌ 

筐
体
の
両
面
に
扉
を
有
す
る
構
造
の
も
の 

ル 

ド
ロ
ワ
ー
冷
蔵
庫 

ヲ 

注
文
者
の
指
図
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
筐
体
寸
法
、
圧
縮
機
の
冷
凍
能
力
又
は
断
熱
性
能
の
仕
様
に
従
っ
て
そ
の
注
文
者
の
た
め
に
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

年
間
の
出
荷
台
数
が
五
十
台
未
満
の
も
の 

第
四
十
八
条
第
九
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

家
庭
用
の
も
の
の
う
ち
、
吸
収
式
の
も
の 

二 

家
庭
用
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

定
格
内
容
積
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

ロ 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｂ
八
六
三
○
（
二
○
○
九
）
の
対
象
と
な
る
も
の
以
外
の
も
の 

ハ 

一
・
一
・
一
・
二
・
二
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
五
）
、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
ａ
）
又
は
一
・

一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
四
ａ
）
を
冷
媒
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の 

ニ 

定
格
貯
蔵
温
度
を
マ
イ
ナ
ス
三
十
度
以
下
に
維
持
で
き
る
も
の 

ホ 

電
源
か
ら
切
り
離
し
た
状
態
で
用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
キ
ャ
ス
タ
ー
を
有
す
る
も
の
へ
横
型
の
も
の
で
あ
っ
て
高
さ
の
外
形
寸
法
（
流
し
台
と
一
体
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
流
し
台
の
高
さ
に
相
当
す
る
高
さ
を
除
く
。
）
が
六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

ト 

縦
型
の
も
の
で
あ
つ
て
高
さ
の
外
形
寸
法
が
二
千
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

チ 

水
冷
式
凝
縮
器
を
有
す
る
も
の 

リ 

筐
体
の
両
面
に
扉
を
有
す
る
構
造
の
も
の 

ヌ 

専
ら
検
査
用
の
食
品
を
保
管
す
る
た
め
の
も
の 

ル 

ド
ロ
ワ
ー
冷
凍
庫 

ヲ 

注
文
者
の
指
図
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
筐
体
寸
法
、
圧
縮
機
の
冷
凍
能
力
又
は
断
熱
性
能
の
仕
様
に
従
っ
て
そ
の
注
文
者
の
た
め
に
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

年
間
の
出
荷
台
数
が
五
十
台
未
満
の
も
の 

第
四
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

22
 

令
第
二
十
一
条
第
二
十
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
複
合
機
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

定
格
入
力
電
圧
が
百
ボ
ル
ト
以
外
の
構
造
の
も
の 

二 

原
稿
台
を
有
し
な
い
構
造
の
も
の 

三 

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
複
合
機
で
あ
っ
て
毎
分
八
十
六
枚
以
上
の
複
写
又
は
印
刷
が
可
能
な
構
造
の
も
の 

四 

カ
ラ
ー
複
合
機
で
あ
っ
て
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
毎
分
六
十
一
枚
以
上
の
複
写
又
は
印
刷
が
可
能
な
構
造
の
も
の 

五 

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
毎
分
十
三
枚
以
上
の
複
写
又
は
印
刷
が
で
き
な
い
構
造
の
も
の 

六 

デ
ジ
タ
ル
式
以
外
の
も
の 

七 

複
合
機
用
デ
ジ
タ
ル
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
（
複
合
機
用
に
設
計
さ
れ
た
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
専
ら
高
度
な
画
像
処
理
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）



3 

を
内
蔵
す
る
も
の 

23
 

令
第
二
十
一
条
第
二
十
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
プ
リ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
定
格
入
力
電
圧
が
百
ボ
ル
ト
以
外
の
構
造
の
も
の 

二 
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
プ
リ
ン
タ
ー
で
あ
つ
て
毎
分
八
十
六
枚
以
上
の
印
刷
が
可
能
な
構
造
の
も
の 

三 

カ
ラ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
で
あ
つ
て
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
毎
分
六
十
一
枚
以
上
の
印
刷
が
可
能
な
構
造
の
も
の 

四 

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
毎
分
十
三
枚
以
上
の
印
刷
が
で
き
な
い
構
造
の
も
の 

五 

デ
ジ
タ
ル
式
以
外
の
も
の 

六 

印
刷
機
用
デ
ジ
タ
ル
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
（
印
刷
機
用
に
設
計
さ
れ
た
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
専
ら
高
度
な
画
像
処
理
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

を
内
蔵
す
る
も
の 

別
表
第
五
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

七 

電
気
冷
蔵
庫
（
家
庭 

 
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
年
間
消
費
電
力
量
を
キ
ロ 

 
 

用
品
品
質
表
示
法
施
行 

 

ワ
ッ
ト
時
毎
年
で
表
し
た
数
値 

 
 

令
別
表
第
三
号(

五)

の 
 
 

電
気
冷
蔵
庫
を
除
く
。) 

  

別
表
第
五
中
第
十
八
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

十
九 

複
合
機           

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
年
間
消
費
電
力
量
を
キ
ロ 

ワ
ッ
ト
時
毎
年
で
表
し
た
数
値 

  

二
十 

プ
リ
ン
タ
ー        

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
年
間
消
費
電
力
量
を
キ
ロ 

ワ
ッ
ト
時
毎
年
で
表
し
た
数
値 

  

二
十
一 

電
気
温
水
機
器   

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
熱
量
を
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で 

表
し
た
数
値
を
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
年
間
消
費
電
力
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
毎
年
で
表
し
た
数
値
を
熱
量
に
換

算
し
て
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
数
値
で
除
し
て
得
ら
れ
る
数
値 

附 

則 
 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


